
日 薬 業 発 第 8 6 号 

令 和 ２ 年 ５ 月 22 日 

 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 

令和２年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る 

臨時的な取扱いについて 

 

標記につきまして、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありました

のでお知らせいたします。 

本連絡は、診療報酬（調剤報酬）における施設基準の届出に係る取扱いに関する

ものです。 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和２年５月29日までに届出

書の提出があり、５月１日に遡及して受理して欲しい旨の申し出があった場合、５

月29日までに受理が行われたものについては、５月１日に遡って算定することとし

ても差し支えないことが明記されております。 

つきましては、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。 



事 務 連 絡 

令和２年５月 20 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

令和２年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る 

臨時的な取扱いについて 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課あて連絡しました

ので、別添団体各位におかれましても、関係者に対し周知を図られますよう協

力方お願いいたします。 

 



 
事 務 連 絡 

令和２年５月 20 日 

 

地方厚生（支）局医療課  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

令和２年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る 

臨時的な取扱いについて 

 

 

基本診療料及び特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続については、「基本診療

料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和２年３月５日保医発

0305第２号）及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」

（令和２年３月５日保医発0305第３号）により、また、訪問看護ステーションの基準に係る

届出に関する手続きについては、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続き

の取扱いについて」（令和２年３月５日保医発0305第４号）により示しているところである。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響が全国的に拡大していることを踏まえ、各保険医療

機関等において業務の実施に一定の影響が生じている現状に鑑み、当該届出が必要とされて

いるものについて、令和２年５月29日までに届出書の提出があったものであって、当該保険

医療機関等から５月１日に遡及して受理して欲しい旨の申し出があった場合、５月29日まで

に要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、５月１日に遡って算定することと

しても差し支えないこととしたので、その取扱いについて遺漏のないよう、ご対応をお願い

したい。 

 

 


